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【 見 方 ② 】
＝電話　 ＝ファックス　 ＝Eメール　 ＝ホームページ

【 見 方 ① 】

＝日時　 ＝会場　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝申込み　 ＝問合せ

INFORMATION INFORMATION

学
習
機
会
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。（
５
人
以
上

の
町
民
で
構
成
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
の
方
々
が
申

込
み
で
き
ま
す
。）
軽
ス
ポ
ー
ツ
、
応
急
手
当

講
座
、
手
づ
く
り
み
そ
、
う
ど
ん
作
り
な
ど

町
民
の
皆
さ
ん
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
希
望
に
そ
え
る
講
座
を
出
前

し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
教
育
委
員
会
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

教
育
課
社
会
教
育
係
☎
（
579
）
５
８
０
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業
務
改
善
助
成
金
の
拡
充
の
ご

案
内

　

業
務
改
善
助
成
金
は
、
中
小
企
業
・
小
規

模
事
業
者
の
生
産
向
上
を
支
援
し
、
事
業
場

内
で
最
も
低
い
賃
金（
事
業
場
内
最
低
賃
金
）

の
引
上
げ
を
図
る
制
度
で
す
。
生
産
性
向
上

の
た
め
の
設
備
投
資
（
機
械
設
備
、
Ｐ
Ｏ
Ｓ

シ
ス
テ
ム
等
の
導
入
）
な
ど
を
行
い
、
事
業

場
内
最
低
賃
金
を
一
定
以
上
引
き
上
げ
た
場

合
、
そ
の
設
備
投
資
な
ど
に
か
か
っ
た
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

■
支
給
対
象
の
費
用
な
ど
も
拡
充

○
「
人
材
育
成
・
教
育
訓
練
費
」「
経
営
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
経
費
」
も
助
成
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
過
去
に
業
務
改
善
助
成
金
を
受
給
し
た
こ

と
の
あ
る
事
業
場
で
あ
っ
て
も
、
助
成
対
象

に
な
り
ま
す
。

○
助
成
率
が
加
算
に
な
る
、生
産
性
要
件
と
は
、

支
給
申
請
時
の
直
近
の
決
算
書
類
に
基
づ
く

生
産
性
指
標
と
、
そ
の
３
年
前
の
決
算
書
類
に

基
づ
く
生
産
性
指
標
を
比
較
し
て
伸
び
率
が

６
％
を
超
え
て
い
る
場
合
等
を
い
い
ま
す
。

■
支
給
の
要
件

①
事
業
場
内
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
る
労
働

者（
雇
入
れ
後
６
月
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
）

の
賃
金
を
引
き
上
げ
る
計
画
を
作
成
し
、
申

請
後
に
賃
金
引
き
上
げ
を
行
う
こ
と
。

※
引
き
上
げ
後
の
賃
金
額
が
、
事
業
場
内
最

低
賃
金
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

②
生
産
性
向
上
の
た
め
設
備
・
器
具
の
導
入

な
ど
を
行
う
こ
と
。

※
単
な
る
経
費
削
減
の
た
め
の
経
費
、
職
場

環
境
を
改
善
す
る
た
め
の
経
費
、パ
ソ
コ
ン
、

営
業
車
輌
な
ど
、
社
会
通
念
上
当
然
に
必
要

と
な
る
経
費
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

北
海
道
中
小
企
業
団
体
中
央
会

札
幌
市
中
央
区
北
1
条
西
7
丁
目
プ
レ
ス
ト

１・７
ビ
ル
３
階
☎
０
１
２
０
（
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０

休日救急診療当番医について

　当番医制度は、あくまでも「急病患者
さん」のためのものです。いわゆる「夜
間診療所」という意味での当番医制度で
はありません。

～急病についての問合せ先～
◆発熱や腹痛などの初期救急が必要
なとき、受診できる医療機関をお知ら
せします。
【帯広市急病テレホンセンター】

0155‐26‐1099（フリーダイヤル）
▽年中無休・24 時間対応
【北海道救急医療情報案内センター】

0120‐20‐8699（フリーダイヤル）
011‐221‐8699（携帯電話 /PHS）
http://www.qq.pref.hokkaido.jp/

▽年中無休・24 時間対応
豊頃消防署 （574）2310

豊頃医院・歯科診療所
『休診日のお知らせ』

●日曜祝日、土曜日（第２・第４）は、休診日です。
　2月は11日、25日が休診日です。

☆夜間診療日のお知らせ☆
●豊頃医院 : 毎週火曜日
※17：00～18：30（18：15受付終了）
●歯科診療所 : 毎週水曜日
※事前予約が必要になります。

■寄附
住　　所 名　　前 目　　的

【町寄附分】
幌　岡 株式会社相澤牧場 様 産業振興のため

【社会福祉協議会寄附分】
帯広市 中野　律子 様 社会福祉増進のため
帯広市 （株）安井測量設計事務所 様 社会福祉増進のため
二　宮 武野　温恭 様 指定寄附 手をつなぐ親の会

茂岩栄町 高橋　一枝 様 社会福祉増進のため
『ECO! エコ ! もったいない運動』
　　　　　　　　　　廃品回収の換金分を社会福祉増進のため

育
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
）
は
、
町

長
が
認
定
す
る
認
定
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

詳
細
は
、
役
場
福
祉
課
介
護
保
険
係
☎

（
574
）
２
２
１
４
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
を
受
付
け
ま
す

　

平
成
28
年
分
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
お
よ
び
平
成
29
年
度
町
道
民
税

の
申
告
を
受
付
け
ま
す
の
で
、
次
の
事
項
に
該

当
す
る
方
は
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
非
常
に
混
雑
し
ま
す
の
で
早
め
に

申
告
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

◇申告受付日程
会　場 月　日 時　間

池田税務署
２月 16 日（木）

～

３月 15 日（水）

※ただし土日・

祝日は除く

 8：30 ～ 12：00

13：00 ～ 17：00
役場住民課

（１階会議室）

大津コミセン ２月 28 日（火）10：00 ～ 16：00

※池田税務署では郵送での受付も行っています。

■
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

○
平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
、
豊
頃
町
に
住   

所
を
有
し
、
次
に
該
当
す
る
方

○
平
成
28
年
中（
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）に
、

何
ら
か
の
所
得
が
あ
っ
た
す
べ
て
の
方

○
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
な

い
方
、
ま
た
、
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
る

方
で
も
他
の
事
業
所
等
か
ら
給
与
を
受
け

て
い
る
方

○
今
後
、
児
童
手
当
・
保
育
所
入
所
・
扶
養

認
定
な
ど
の
た
め
に
、
所
得
証
明
書
等
が

必
要
と
な
る
方

○
所
得
税
、
町
道
民
税
の
控
除
額
が
違
う
な

ど
の
理
由
の
た
め
、
所
得
税
の
確
定
申
告

は
必
要
な
い
が
、
町
道
民
税
の
申
告
が
必

要
な
方

○
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
所
得

税
、
町
道
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方

■
申
告
の
と
き
に
必
要
な
も
の

○
印
鑑
（
振
替
納
税
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

銀
行
に
届
け
て
い
る
印
鑑
）

○
給
与
・
賃
金
・
年
金
な
ど
を
受
け
て
い
る

方
は
、
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
支
払
者
の
証

明
書

○
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
は
、
収
支
、
経
費

の
分
か
る
明
細
書

○
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
国
民
年
金

等
の
領
収
書
や
証
明
書
（
控
除
を
受
け
る

際
に
は
、
証
明
書
が
必
要
で
す
。）

○
医
療
費
控
除
の
申
告
を
す
る
方
は
、
領
収

書
を
受
診
者
・
医
療
機
関
ご
と
に
計
算
し

て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
※
支
払
っ
た
医
療

費
が
戻
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
振
替

納
税
ま
た
は
還
付
請
求
を
す
る
方
は
、
本

人
が
開
設
し
て
い
る
銀
行
等
の
口
座
番
号

※
申
告
書
の
関
係
用
紙
は
受
付
時
に
お
渡
し

し
ま
す
が
、
事
前
に
必
要
な
方
は
、
住
民

課
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

役
場
住
民
課
住
民
税
係
☎
（
574
）
２
２
１
３

自
動
車
税
の
住
所
変
更
を
お
忘

れ
な
く

　

自
動
車
税
は
、
4
月
1
日
現
在
の
登
録
に

基
づ
い
て
課
税
さ
れ
る
税
金
で
す
。

■
引
っ
越
し
で
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
な
ど
は
、

運
輸
支
局
で
変
更
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。
次
の
場

合
は
運
輸
支
局
で
登
録
手
続
き
が
必
要
で
す
。

・
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
（
変
更
登
録
）

・
自
動
車
を
売
買
し
た
と
き
（
移
転
登
録
）

・
自
動
車
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き
（
抹

消
登
録
）

平
成
29
年
度
の
自
動
車
税
納
税
通
知
書
を
確

実
に
お
届
け
す
る
た
め
に
、
３
月
中
に
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
変
更
登
録
が
間
に
合
わ
な
い
と
き
は
・
・
・

札
幌
道
税
事
務
所
に
ご
連
絡
い
た
だ
く
か
、

道
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
自
動
車
税
の
住
所

変
更
手
続
き
が
可
能
で
す
。

▽
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部

☎
０
１
１
（
746
）
１
１
９
７

http://w
w

w
.pref.hokkaido.lg.jp/sm

/zim
/

address/index.htm
舗
装
工
事
の
お
知
ら
せ

　

①
町
道
幌
岡
第
３
幹
線
は
、
舗
装
工
事
の
た

め
、
次
の
期
間
片
側
交
互
通
行
と
な
り
ま
す
。

場
所
▽
幌
岡

期
間
▽
平
成
29
年
３
月
21
日
ま
で

時
間
▽
終
日

①
 

国
道
38
号

幌
岡
基
線

下幌岡農管休施設

役
場
施
設
課
土
木
係
☎（
574
）２
２
１
５

有
害
鳥
獣
（
シ
カ
）
の
一
斉
駆
除

を
実
施
し
ま
す

農
作
物
や
樹
木
に
被
害
を
与
え
て
い
る
シ
カ

の
被
害
軽
減
を
図
る
た
め
、
猟
友
会
の
協
力

に
よ
り
、
シ
カ
の一
斉
駆
除
を
実
施
し
ま
す
。

【
駆
除
期
間
】
▽
２
月
5
日
（
日
）
か
ら
３
月

30
日
（
木
）
ま
で
の
毎
週
火
・
木
・
日
曜
日

※
天
候
等
に
よ
り
変
更
あ
り

【
駆
除
方
法
】
▽
銃
器

【
区
域
】
▽
町
内
一
円

※
駆
除
実
施
に
際
し
、
や
む
を
得
ず
農
地
等
の
個

人
所
有
地
に
猟
友
会
の
駆
除
車
両
が
進
入
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

役
場
産
業
課
林
政
係
☎
（
574
）
２
２
１
７

『
え
る
夢
出
前
講
座
』
を
ご
活
用

く
だ
さ
い

え
る
夢
出
前
講
座
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
、

仲
間
と
の
交
流
や
生
き
が
い
づ
く
り
が
で
き
る

■お誕生（ 12 月 20日～ 1 月 19日届出分）

名　　前 性別 親 住　　所
横
よ こ お

尾 愛
え ま

茉 ち ゃ
　ん 女 洋介・尚子 茂岩栄町

■おくやみ（ 12 月 20日～ 1 月 19日届出分）

名　　前 年齢 死亡年月日 住　　所
福田 信治 さ

ん 91歳 28.12.19 北栄
佐藤 巧 さ

ん 62歳 28.12.26 中央新町
田中 百合子 さ

ん 86歳 28.12.28 十弗
相澤 三 子 さ

ん 90歳 29.1.5 茂岩栄町
森 力蔵 さ

ん 89歳 29.1.9 茂岩末広町

豊頃町立豊頃医院および
大津診療所休診のお知らせ

　院長交代による豊頃医院の改修等のた
め、３月２７日（月）から４月１日（土）まで、
豊頃医院及び大津診療所を休診します。
　町民の皆様には、大変ご迷惑をおかけしま
すがよろしくお願いします。
　なお、新院長の診療開始は、４月
３日（月）からとなりますのでお知
らせいたします。

保健センター☎（574）3141

【お詫び】平成 28 年 10月号の寄附欄（社会福祉協議会寄附分）に帯広市 中野律子 様の掲載漏れがありましたことを
お詫び申し上げます。今月号で改めて未掲載分を含め掲載いたします。

【拡充前】
事業場内最低賃
金の引き上げ額 助成率 助成の

上限額 助成対象事業場

60円以上
1/2（常時使用する労働
者数が企業全体で 30 人
以下の事業場は 3/4）

100万円 事業場内最低賃金が
800 円未満の事業場

【拡充後】　　　　　　　　　⇩
事業場内最低賃
金の引き上げ額 助成率 助成の

上限額 助成対象事業場

30円以上
7/10 

（常時使用する労働者数
が企業全体で 30 人以下
の事業場は 3/4（※））

（※）生産性要件を満た
した場合には 3/4（4/5）

50万円 事業場内最低賃金が
750 円未満の事業場

40円以上 70万円 事業場内最低賃金が
800 円未満の事業場

60円以上
1/2（常時使用する労働
者数が企業全体で 30 人
以下の事業場は 3/4）

100万円 事業場内最低賃金が
1000 円未満の事業場

90円以上
7/10（※）

（常時使用する労働者数
が企業全体で 30 人以下
の事業場は 3/4（※））

（※）生産性要件を満たし
た場合には 3/4（4/5）

150万円 事業場内最低賃金が
800 円 以 上 1000 円
未満の事業場120円以上 200万円

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

社
協
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

▽
そ
の
他
▽
お
誕
生
・
お
く
や
み
・
寄
附

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

▽社
協
だ
よ
り

▽
税
金
▽
そ
の
他

役
場
だ
よ
り


